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(57)【要約】
　発泡クッションと、発泡クッションのカーペットと接触する側に取り付けられたバリア
フィルムとを含む液体不透過性かつ水蒸気透過性のカーペット下敷きであって、バリアフ
ィルムは、液体不透過性かつ水蒸気透過性であり、ポリトリメチレンエーテルソフトセグ
メントと、ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタンおよびポリウレタンウレアからなる
群から選択されるハードセグメントとを含むコポリマーを含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）反対側にある第１および第２の平らな側面を有する発泡クッション；ならびに
　（ｂ）発泡クッションの第１の側面に添着された少なくとも１つのバリアフィルムであ
って、実質的に液体不透過性でかつ水蒸気透過性であり、そしてポリトリメチレンエーテ
ルソフトセグメントと、ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタンおよびポリウレタンウ
レアからなる群から選択されるハードセグメントとを含むコポリマーを含む、バリアフィ
ルム；を含む、カーペット下敷き。
【請求項２】
　発泡クッションは、ソフトセグメントとしてポリ（トリメチレンエーテル）ブロックを
含む発泡ポリウレタンまたはポリウレタンウレアを含む請求項１に記載のカーペット下敷
き。
【請求項３】
　バリアフィルムは、約８０～約５質量％のポリトリメチレンエーテルエステルソフトセ
グメントと約２０～約９５質量％のアルキレンまたはフェニレンエステルハードセグメン
トとを含むポリトリメチレンエーテルエステルエラストマーを含む請求項１に記載のカー
ペット下敷き。
【請求項４】
　ハードセグメントは、フタル酸、イソフタル酸およびテレフタル酸からなる群から選択
される少なくとも１つのジカルボン酸のエステルを含む請求項３に記載のカーペット下敷
き。
【請求項５】
　バリアフィルムは、約４０～約８０質量％のポリトリメチレンエーテルエステルソフト
セグメントと約２０～約６０質量％のポリアミドハードセグメントとを含む請求項１に記
載のカーペット下敷き。
【請求項６】
　ポリアミドハードセグメントは、カルボキシル末端ポリアミド、またはその二酸無水物
、二酸塩化物もしくはジエステル酸等価体およびポリエーテルグリコールを、エステル結
合が形成されるような条件下で反応させることにより製造される、ポリトリメチレンエー
テルソフトセグメントにエステル結合で結合している請求項５に記載のカーペット下敷き
。
【請求項７】
　カルボキシル末端ポリアミドは、ラクタム、アミノ酸またはこれらの組み合わせとジカ
ルボン酸との重縮合生成物である請求項６に記載のカーペット下敷き。
【請求項８】
　バリアフィルムは、ポリトリメチレンエーテルソフトセグメントと、ポリウレタンまた
はポリウレタンウレアハードセグメントとを含む請求項１に記載のカーペット下敷き。
【請求項９】
　コポリマーは、（ａ）ポリトリメチレンエーテルグリコール；（ｂ）ジイソシアネート
；および（ｃ）ジオールまたはジアミン鎖延長剤；を含む反応混合物から製造される、ポ
リウレタンまたはポリウレタンウレアである請求項８に記載のカーペット下敷き。
【請求項１０】
　バリアフィルムの上から下敷き上に置かれた液体に対して不透過性であると同時に、２
４時間当たり１平方メートル当たり少なくとも１４．６グラム（１４．６ｇ／ｍ２／２４
時間）の水蒸気透過速度で水蒸気透過性であり、修正ミューレン破裂強さ試験により測定
して、１平方インチ当たり少なくとも８ポンド（０．５６ｋｇ／ｍ２）の圧力下で、液体
不透過性を維持するだけの十分な耐久性があり、そしてここでバリアフィルム上面の上か
ら下敷き上に置かれた液体を吸収せず、湿気がクッション下面の下から下敷きを通過する
のを可能にする請求項１に記載のカーペット下敷き。
【請求項１１】
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　バリアフィルムをクッションの上面にボンドするポリマー接着材料の層をさらに含む請
求項１に記載のカーペット下敷き。
【請求項１２】
　バリアフィルムの上から下敷き上に置かれた液体に対して不透過性であると同時に、２
４時間当たり１平方メートル当たり少なくとも１４．６グラム（１４．６ｇ／ｍ２／２４
時間）の水蒸気透過速度で水蒸気透過性であり、修正ミューレン破裂強度試験により測定
して、１平方インチ当たり少なくとも８ポンド（０．５６ｋｇ／ｍ２）の圧力下で、液体
不透過性を維持するだけの十分な耐久性があり、それによりバリアフィルム上面の上から
下敷き上に置かれた液体を吸収せず、湿気がクッション下面の下から下敷きを通過するの
を可能にする請求項１１に記載のカーペット下敷き。
【請求項１３】
　ポリマー接着剤は、ポリトリメチレンエーテルソフトセグメントと、ポリエステル、ポ
リアミド、ポリウレタンおよびポリウレタンウレアからなる群から選択されるハードセグ
メントとを含むコポリマーを含むホットメルト接着剤である請求項１１に記載のカーペッ
ト下敷き。
【請求項１４】
　ハードセグメントは、フタル酸、イソフタル酸およびテレフタル酸からなる群から選択
される少なくとも１つのジカルボン酸のエステルを含む請求項１３に記載のカーペット下
敷き。
【請求項１５】
　ポリアミドハードセグメントは、カルボキシル末端ポリアミド、またはその二酸無水物
、二酸塩化物もしくはそのジエステル酸等価体およびポリエーテルグリコールを、エステ
ル結合が形成されるような条件下で反応させることにより製造される、ポリトリメチレン
エーテルソフトセグメントにエステル結合で結合している請求項１３に記載のカーペット
下敷き。
【請求項１６】
　コポリマーは、（ａ）ポリトリメチレンエーテルグリコール；（ｂ）ポリイソシアネー
ト；および（ｃ）ジオールまたはジアミン鎖延長剤；を含む反応混合物から製造されるポ
リウレタンまたはポリウレタンウレアである請求項１３に記載のカーペット下敷き。
【請求項１７】
　発泡ポリウレタンまたはポリウレタンウレアが、（ａ）ポリトリメチレンエーテルグリ
コール、（ｂ）ポリイソシアネートおよび（ｃ）発泡剤を含む反応混合物から製造される
請求項２に記載のカーペット下敷き。
【請求項１８】
　反応混合物が、植物油ポリオールをさらに含む請求項１７に記載のカーペット下敷き。
【請求項１９】
　植物油ポリオールの量が、ポリオールの総量の約１０～約９０質量％である請求項１８
に記載のカーペット下敷き。
【請求項２０】
　タフトヤーン面と下面とを有するカーペットであって、ヤーン面が、ポリトリメチレン
テレフタレート繊維を含み、そして下面が請求項１に記載のカーペット下敷きに添着され
るカーペット。
【請求項２１】
　液体不透過性でかつ水蒸気透過性の上面および下面を有するカーペットまたは発泡カー
ペット下敷きクッションのレンダリング方法であって、下面を有するカーペットを備える
こと；上面を有するクッションを備えること；およびカーペットの下面とクッションの上
面との間に、液体不透過性でかつ水蒸気透過性であり、そしてポリトリメチレンエーテル
セグメントと、ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタンおよびポリウレタンウレアから
なる群から選択されるセグメントとを含むコポリマーを含むバリアフィルムを配置するこ
と；を含む上記方法。
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【請求項２２】
　バリアフィルムの厚さは、約０．５～約１．５ミルの範囲である請求項２１に記載の方
法。
【請求項２３】
　バリアフィルムは、ポリマー接着剤の層で、クッションの上面に付着される請求項２１
に記載の方法。
【請求項２４】
　発泡クッションは、ソフトセグメントとしてポリ（トリメチレンエーテル）ブロックを
含む発泡ポリウレタンまたはポリウレタンウレアを含む請求項２１に記載の方法。
【請求項２５】
　カーペット面ヤーンは、ポリトリメチレンテレフタレートを含む繊維を含む請求項２１
に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水蒸気透過性カーペット下敷きに関する。
【背景技術】
【０００２】
　耐水性カーペット下敷きは、パディングまたは床の上のこぼれものを含むのを補助する
ことにより、カーペット上のこぼれものをより完全に清浄にする方法を提供するものであ
る。こぼれものがカーペットの下から除去されないと、こぼれものによって、カビ、白カ
ビ、バクテリアが成長する。その結果、パディングおよび木製床が劣化するばかりでなく
、かかる状態は、悪臭やアレルゲンの形成につながる。固定された、または床一面のカー
ペットにこぼすと、特に油断できない。というのは、こぼれもののパディングへの浸出を
見つけたり、防いだりするのは、大きな固定されたカーペットでは、一般的に不可能なた
めである。幅広のカーペットにこぼすと、パディングまたは床の上に溜まって、クリーニ
ングでは除去できない。すると、こぼれものによって、カビ、白カビおよび悪臭の成長が
促がされてしまう。
【０００３】
　特許文献１および２には、撥水仕上げにより下敷きを化学的に処理して、こぼれものに
対して実質的に不透過性とするプロセスが記載されている。下敷きは、カーペットの下側
に接着していて、こぼれものに実質的に不透過性のバリアを形成する。
【０００４】
　特許文献３には、床の上にパディングの配置を必要とする耐水性のカーペット下敷きを
取り付けて、パディングを床に機械的に固定して、パディングの上に下敷きを配置するプ
ロセスが開示されている。下敷きは、耐水性布地または耐水性フィルムを形成する。布帛
は撥水仕上げにより処理されている。
【０００５】
　特許文献４には、水蒸気透過性、液体不透過性およびクリーニングの圧力下で維持され
る耐久性という所望の特性を有するカーペット用下敷きが記載されている。
【０００６】
　特許文献５には、２つのフィルム層間に配置された平滑なポリウレタン発泡層を有する
パッドが開示されている。
【０００７】
　特許文献６には、クッションと、そこにラミネートされた繊維状基材の全くない合成ポ
リマー材料で形成されたバリアフィルムとの２層構造を含むカーペットパッドが記載され
ている。
【０００８】
　特許文献７には、繊維状基材と、液体不透過性かつ水蒸気透過性の基材に取り付けられ
たフィルムとの複合体を含むカーペット下敷きが開示されている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】米国特許第５６０１９１０号明細書
【特許文献２】米国特許第５７６３０４０号明細書
【特許文献３】米国特許第６２５３５２６号明細書
【特許文献４】ＷＯ第２００１／０２７３８２Ａ１号パンフレット
【特許文献５】米国特許第５５３１８４９号明細書
【特許文献６】米国特許第６８７２４４５号明細書
【特許文献７】米国特許出願公開第２００４００７１９２７Ａ１号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　従来の液体不透過性カーペットパッドは、再生不可能な化石燃料から誘導される成分で
できている。水不透過性および水蒸気透過性を有する改善された下敷き材料を、再生可能
な源から誘導される材料から実質的に製造できるのであれば、かなり有利である。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、液体不透過性、水蒸気透過性、好適な可撓性および耐久性を備えた再生可能
な源をベースとした下敷きを提供する。
【００１２】
　本発明の一態様は、（ａ）反対側にある第１および第２の平らな側を有する発泡クッシ
ョンと、（ｂ）発泡クッションの第１の側に取り付けられた少なくとも１つのバリアフィ
ルムとを含み、バリアフィルムは、実質的に液体不透過性かつ水蒸気透過性であり、ポリ
トリメチレンエーテルソフトセグメントと、ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタンお
よびポリウレタンウレアからなる群から選択されるハードセグメントとを含むコポリマー
を含む、カーペット下敷きである。
【００１３】
　本発明の他の態様は、液体不透過性かつ水蒸気透過性の上下面を有するカーペットまた
は発泡カーペット下敷きクッションを提供する方法であって、下側を有するカーペットを
提供し、上面を有するクッションを提供し、カーペットの下側とクッションの上面との間
に、液体不透過性かつ水蒸気透過性であり、ポリトリメチレンエーテルセグメントと、ポ
リエステル、ポリアミド、ポリウレタンおよびポリウレタンウレアからなる群から選択さ
れるセグメントとを含むコポリマーを含むバリアフィルムを配置することを含む方法であ
る。
【００１４】
　本発明のこれらおよびその他の態様は、以下の説明および添付の請求項を考慮すると、
当業者に明白であろう。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明は、（ａ）反対側にある第１および第２の平らな側を有する発泡クッションと、
（ｂ）発泡クッションの第１の側に取り付けられた少なくとも１つのバリアフィルムとを
含み、フィルムは、実質的に液体不透過性かつ水蒸気透過性であり、ポリトリメチレンエ
ーテルソフトセグメントと、ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタンおよびポリウレタ
ンウレアからなる群から選択されるハードセグメントとを含むコポリマーを含む、カーペ
ット下敷きに関する。
【００１６】
　さらに他の態様において、本発明は、液体不透過性かつ水蒸気透過性の上下面を有する
カーペットまたは発泡カーペット下敷きクッションを提供する方法であって、カーペット
の下側とクッションの上面との間に、液体不透過性かつ水蒸気透過性であり、ポリトリメ
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チレンエーテルセグメントと、ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタンおよびポリウレ
タンウレアからなる群から選択されるセグメントとを含むコポリマーを含むバリアフィル
ムを配置することを含む方法に関する。
【００１７】
　好ましくは、カーペット下敷きは、バリアフィルムの上から下敷きに付着した液体に不
透過性であると同時に２４時間当たり１平方メートル当たり少なくとも１４．６グラム（
１４．６ｇ／ｍ２／２４時間）の水蒸気透過速度で水蒸気透過性であり、カーペット下敷
きは、修正ミューレン破裂強度試験により測定すると１平方インチ当たり少なくとも８ポ
ンド（０．５６ｋｇ／ｍ２）の圧力下で、液体不透過性を維持するだけの十分な耐久性が
あって、バリアフィルムの上面上から下敷きに付着した液体を吸収せず、クッションの下
面の下からの水分を下敷きに通過させる。
【００１８】
　本発明の好ましい態様において、カーペット表面ヤーンは、ポリトリメチレンテレフタ
レートを含む繊維を含む。より好ましくは、カーペットは、タフトヤーン面と下側とを有
し、ヤーン面は、ポリトリメチレンテレフタレート繊維を含み、下側はカーペット下敷き
に取り付けられている。
【００１９】
　好ましくは、発泡クッションは、ソフトセグメントとしてポリ（トリメチレンエーテル
）ブロックを含む発泡ポリウレタンまたはポリウレタンウレアを含む。ポリウレタンまた
はポリウレタンウレアは、好ましくは、（ａ）２を超える、好ましくは２を超え、約４未
満のヒドロキシ官能価を有するポリトリメチレンエーテルグリコール、および（ｂ）ジイ
ソシアネートを含む反応混合物から調製される。反応混合物は、好ましくは、ポリオール
の総量の約１０～約９０質量％の量の植物油ポリオールをさらに含んでいてもよい。反応
混合物はまた、ポリイソシアネート、発泡剤および鎖延長剤をさらに含んでいてもよい。
【００２０】
　一実施形態において、バリアフィルムは、好ましくは、約９５～約５質量％のポリトリ
メチレンエーテルエステルソフトセグメントと、約５～約９５質量％のアルキレンまたは
フェニレンエステルハードセグメントとを含むポリトリメチレンエーテルエステルエラス
トマーを含む。好ましくは、ハードセグメントは、フタル酸、イソフタル酸およびテレフ
タル酸からなる群から選択される少なくとも１つのフェニレンジカルボン酸のエステルを
含む。
【００２１】
　他の実施形態において、バリアフィルムは、約４０～約９０質量％のポリトリメチレン
エーテルエステルソフトセグメントと、約１０～約６０質量％のポリアミドハードセグメ
ントとを含む。好ましくは、ポリアミドハードセグメントは、カルボキシル末端ポリアミ
ドまたは二酸無水物、二酸塩化物またはそのジエステル酸等価物およびポリエーテルグリ
コールを、エステル結合が形成されるような条件下で、反応させることにより生成される
ポリトリメチレンエーテルソフトセグメントへのエステル結合により結合している。より
好ましくは、カルボキシル末端ポリアミドは、ラクタム、アミノ酸またはこれらの組み合
わせとジカルボン酸との重縮合生成物である。
【００２２】
　さらに他の実施形態において、バリアフィルムは、ポリトリメチレンエーテルソフトセ
グメントおよびポリウレタンまたはポリウレタンウレアハードセグメントを含むブロック
コポリマーを含む。好ましくは、コポリマーは、（ａ）ポリトリメチレンエーテルグリコ
ール、（ｂ）ジイソシアネートおよび（ｃ）ジオールまたはジアミン鎖延長剤を含む反応
混合物から調製されるポリウレタンまたはポリウレタンウレアである。
【００２３】
　好ましくは、バリアフィルムの厚さは、約０．５～約１．５ミルの範囲である。
【００２４】
　カーペット下敷きは、バリアフィルムをクッションの上面にボンドするポリマー接着材



(7) JP 2011-502650 A 2011.1.27

10

20

30

40

50

料の層をさらに含む。好ましくは、ポリマー接着剤は、ポリトリメチレンエーテルソフト
セグメントと、ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタンおよびポリウレタンウレアから
なる群から選択されるセグメントとを含むコポリマーを含むホットメルト接着剤である。
【００２５】
　別記しない限り、本明細書で用いた技術的および科学的用語は、本発明の属する技術分
野の当業者により一般的に理解されるのと同じ意味を有する。不一致がある場合には、本
明細書が、定義を含め優先される。
【００２６】
　特筆しない限り、商標は大文字で示してある。
【００２７】
　別記しない限り、パーセンテージ、部、比等は全て質量による。
【００２８】
　量、濃度またはその他値やパラメータが、範囲、好ましい範囲または好ましい上限値と
好ましい下限値のリストのいずれかで与えられているときは、範囲が個別に開示されてい
るかどうかに係らず、範囲の上限または好ましい値と、範囲の下限または好ましい値の任
意の対から形成される全ての範囲を具体的に開示するものと考えられる。本明細書におい
て数値の範囲を挙げた場合は、別記しない限り、範囲には、その終点、その範囲内の全て
の整数および分数が含まれるものとする。本発明の範囲は、範囲を定義する際に本明細書
に挙げられる特定の値に限定されないものとする。
【００２９】
　値または範囲の終点を説明するのに「約」を用いるとき、開示内容には、参照される特
定の値または終点が含まれるものとする。
【００３０】
　本明細書で用いる「含む」、「含んでいる」、「有する」、「有している」、「持つ」
、「持っている」またはこれらのその他変形の用語は、非排他的な包括を規定するもので
ある。例えば、要素のリストを含むプロセス、方法、物品または装置は、それらの要素の
みに必ずしも限定されず、明示的にリストされていない、またはかかるプロセス、方法、
物品または装置に固有の他の要素も含まれる。さらに、明らかに相反する記載がない限り
、「または」は、包括的またはであり、排他的またはでない。例えば、条件ＡまたはＢを
満足するのは次のうちのいずれかである。Ａが真（または存在する）でＢが偽（または存
在しない）、Ａが偽（または存在しない）でＢが真（または存在する）、およびＡとＢの
両方が真（または存在する）。
【００３１】
　「１つの」は、本明細書の要素および成分を説明するのに用いられる。これは、単に便
宜上であり、本発明の範囲の一般的な意味を与えるためである。この説明には、１つまた
は少なくとも１つを含むものと解釈すべきであり、単数には、そうでないことを意味する
のが明らかでない限りは、複数も含まれる。
【００３２】
　本発明は、発泡カーペットクッションと、発泡クッションの片側に取り付けられた少な
くとも１つのバリアフィルムとを含むカーペット下敷きを含む。フィルムは、実質的に液
体不透過性かつ水蒸気透過性であり、ポリトリメチレンエーテルソフトセグメントと、ポ
リエステル、ポリアミド、ポリウレタンおよびポリウレタンウレアからなる群から選択さ
れるハードセグメントとを含むコポリマーを含む。
【００３３】
　本発明により提供されるカーペット用の下敷きまたは不透過性バリアの重要な属性は、
（１）広範囲にわたってこぼれものおよびクリーニング技術でも、下にあるカーペットク
ッションおよび床の乾燥を保てる能力、ならびに（２）バリア下に溜まった湿気を、即時
に蒸発させることにより、残留しないようにする能力である。
【００３４】
　「通気性」という用語は、１４．６ｇ／ｍ２／日以上の水蒸気透過速度のことを指し、
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後述する試験方法Ｂにより求められる。
【００３５】
　「透過性」、「透湿性」および「透気性」という用語は、本明細書においては「通気性
」とほぼ同じ意味で用いられる。
【００３６】
　「不透過性」という用語は、後述する試験方法１の条件下での「乾燥」格付けを意味す
る。
【００３７】
　「液体不透過性」および「水蒸気透過性」という用語は、以降、液体、特に、水に対し
て不透過性（上述）であるが、水蒸気は容易に透過する（上記の定義において）バリアフ
ィルムおよびカーペット下敷きを説明するのに用いる。
【００３８】
　Ｄａｌｔｏｎ　Ｇａに位置するＴｈｅ　Ｃａｒｐｅｔ　ａｎｄ　Ｒｕｇ　Ｉｎｓｔｉｔ
ｕｔｅ（ＣＲＩ）により定義される「カーペットクッション」という用語は、カーペット
下に配置されて、弾力性、支持および歩いた際の防音を与える任意の種類の材料を意味す
る（ＣＲＩ１０５「Ｒｅｓｉｄｅｎｔｉａｌ　Ｃａｒｐｅｔ　Ｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎ
　Ｓｔａｎｄａｒｄｓ」）。
【００３９】
　「パディング」または「パッド」という用語は、「カーペットクッション」と同意語と
考えられる。
【００４０】
　カーペット下敷きは、平面で、第１および第２の側を有する発泡カーペットクッション
を含む。バリアフィルムは、クッションの第１の側に取り付けられている。典型的に、カ
ーペットは、ヤーンをカーペットバッキングにタフティングすることにより形成されるパ
イル面を有する。パイルは、切断か、ループ形態のいずれかであってよい。通常設置にお
いて、カーペットは、カーペットバッキングがバリアフィルムと接触し、クッションの第
２の側が床と接触するように、下敷き上に敷設される。
【００４１】
　従来の天然または合成繊維のいずれを、カーペットパイル面に用いてもよい。特に好ま
しい繊維は、ポリ（トリメチレンテレフタレート）である。カーペットに用いるのに好適
なポリ（トリメチレンテレフタレート）繊維は、Ｅ．Ｉ．ｄｕ　Ｐｏｎｔ　ｄｅ　Ｎｅｍ
ｏｕｒｓ　ａｎｄ　ＣｏｍｐａｎｙよりＳＯＲＯＮＡ（登録商標）ポリマー繊維という商
品名で入手可能である。
【００４２】
　カーペットバッキングと発泡クッションとの間のバリアフィルムは、下敷きの液体不透
過性または水蒸気透過性を実質的に変えない、ポリマー接着剤、好ましくは、ホットメル
ト接着剤により、発泡クッションに、任意で、ボンドされていてよい。
【００４３】
　本発明によるカーペット下敷きは、カーペットの上からパッドに付着した液体（液体こ
ぼれや動物の尿による濡れ）に対して実質的に不透過性であると同時に、下（例えば、下
の床から貫通する通常の生活からの水蒸気等）からパッドを通して伝わる（「通気性」）
水蒸気に対しては透過性である。「液体不透過性」とは、バリアフィルムの上からパッド
に付着した液体が、クッションに入ったり、パッドを通過したりしないことを意味する。
本明細書で用いる「実質的に不透過性」とは、少なくとも９０％が不透過性、好ましくは
少なくとも９５％が不透過性、さらにより好ましくは少なくとも９８％が不透過性である
ことを意味する。「水蒸気透過性」とは、２４時間当たり１平方メートル当たり少なくと
も１４．６グラム（１４．６ｇ／ｍ２／２４時間）の水蒸気透過速度で水蒸気がパッドを
伝わることを意味する。このように、パッドには、推奨される水蒸気の伝わりを満足する
床表面と適合性がある。
【００４４】
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　また、下敷きは、後述する修正ミューレン破裂強度試験により測定すると１平方インチ
当たり少なくとも８ポンド（１平方メートル当たり０．５６ｋｇ）の圧力下で、液体不透
過性を維持する十分な耐久性がある。あるいは、耐久性は、同じく後述する、少なくとも
１万サイクル（１０，０００サイクル）のベータマンドラム摩耗試験／汚染／汚染クリー
ニング試験後、液体透過性を維持するパッドの能力（汚れ／汚れクリーニング試験により
示される）で表わしてもよい。その結果、カーペット下敷きは、バリアフィルムの上から
その上に付着した液体を吸収せず、クッションの下面下からの水分を下敷きに通過させる
ことができる。下敷きは、水分およびバクテリア成長に関連する悪臭をあまり発しない。
【００４５】
バリアフィルム
　下敷きに用いるバリアフィルムは、ポリトリメチレンエーテルソフトセグメントと、ポ
リエステル、ポリアミド、ポリウレタンおよびポリウレタンウレアからなる群から選択さ
れるハードセグメントとを含むコポリマーである。
【００４６】
　ポリトリメチレンエーテルソフトセグメントとポリエステルハードセグメントとを含む
コポリマーに関して、下敷きに用いるのに好適なフィルムは、米国特許出願公開第２００
５／０２８２９６６号明細書に記載されている。米国特許出願公開第２００５／０２８２
９６６号明細書に開示されている特に好ましいフィルムは、１，３－トリメチレングリコ
ールおよびテレフタル酸、テレフタル酸のエステル、テレフタル酸の酸ハロゲン化物また
はテレフタル酸の酸無水物の反応により生成されるポリエステルハードセグメントを含む
コポリマーをベースとするものである。
【００４７】
　バリアフィルムを生成するのに好適なポリアミドを含むポリトリメチレンエーテルソフ
トセグメントとハードセグメントを含むコポリマーは、米国特許第６５９００６５号明細
書および米国特許第６９７９４９２号明細書に記載されている。
【００４８】
　バリアフィルムを生成するのに好適なポリウレタンおよび／またはポリウレタンウレア
を含むポリトリメチレンエーテルソフトセグメントとハードセグメントを含むコポリマー
は、米国特許第６８５２８２３号明細書および米国特許第ＵＳ６９４６５３９号明細書に
記載されている。
【００４９】
　バリアフィルム組成物を用いるかどうかに係らず、フィルムは、鋳造フィルム、延伸フ
ィルムまたは二軸延伸フィルムとすることができる。フィルムが必要な液体不透過性およ
び水蒸気透過性を有するのであれば、フィルムの厚さは限界寸法ではないが、好ましい厚
さは、約０．５～約１．５ミル（０．０１２７～０．０３８１ｃｍ）である。また、バリ
アフィルムは、破壊に対して抵抗し、液体に対するその不透過性に悪影響を及ぼすことな
く、その寿命にわたって繰り返し変形および回復するために、十分に強固かつ弾性でなけ
ればならない。適切なバリアフィルムを用いると、必要な範囲の液体不透過性、水蒸気透
過性および耐久性を示す仕上げパッドとなる。
【００５０】
　バリアフィルムは、フリーフィルムとして用いて、カーペットクッションと接触配置さ
せてよく、カーペットクッションにラミネートしたり、あるいは、接着剤の層、好ましく
は、後述するように、ホットメルト接着剤によりカーペットクッションにボンドしたりし
てよい。
【００５１】
　バリアフィルムの強度を、フィルムの本体内に配置される補強構造を用いることにより
促進してよい。補強構造は、その製造中、フィルムの本体内に形成される不連続スレッド
またはフィブリルまたはメッシュ構造の形態を採ってよい。
【００５２】
カーペットクッション
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　クッションは、圧縮性弾性発泡材料で形成されている。クッションの厚さは、特定の設
置について、コスト、快適さおよび美観の考慮と一致するものを選択する。典型的に、ク
ッションの厚さ寸法は、０．１２５～２インチ（０．３１７５～５センチメートル）の範
囲にある。
【００５３】
　任意の圧縮性および回復性の天然または合成発泡材料をクッションに用いてよい。クッ
ションとして有用な好適な合成、非セルロース材料としては、ポリウレタンまたはゴム連
続発泡体が挙げられる。クッションに好ましい材料は、ポリウレタン発泡体であり、クッ
ションに特に好ましい材料は、ポリトリメチレンエーテルグリコールまたはポリオールお
よびジイソシアネートを含む成分から生成されたポリウレタンまたはポリウレタンウレア
発泡体である。
【００５４】
　ポリウレタン発泡体は、ジイソシアネート、ポリオールおよび水を混合して、ゲル化ま
たは重合反応および発泡またはガス生成反応の２つの反応を同時に行うことにより生成さ
れる。ゲル化反応は、イソシアネートが、ポリオールと反応して、ウレタン鎖を形成する
ときに生じる。発泡反応は、イソシアネートが、水と反応して、二酸化炭素ガスを形成す
るときに生じる。発泡はまた、水の使用の代わりに、または水の使用に加えて、有機発泡
剤の添加によっても行うことができる。ウレタン鎖が、発泡体の構造を作り、二酸化炭素
ガスが、ポリウレタンポリマーを膨張させることにより、発泡体内で気孔を形成する。数
多くの添加剤を、イソシアネート、ポリオールおよび水と混合させて、ゲル化および発泡
反応の速度および期間を制御し、ウレタン鎖架橋および鎖延長の機構も提供する。ゲル化
および発泡反応が完了し、発泡体が完全に硬化するのに十分な時間が経つと、得られるポ
リウレタン発泡体塊を、カーペット下敷きパッド等の様々なポリウレタン発泡体製品へと
処置してよい。
【００５５】
　ポリウレタン発泡体は、発泡構造を保持するために、架橋させなければならない。従っ
て、ヒドロキシル部分は、２を超える平均官能価を有する必要がある。好ましいポリウレ
タン発泡体は、ポリトリメチレンエーテルグリコールとジイソシアネートを含む反応混合
物から生成される。追加のジオールは、鎖延長剤として含まれていてもよい。この種類の
ポリウレタンは米国特許第６８５２８２３号明細書に記載されている。
【００５６】
　発泡体の製造に用いるポリトリメチレンエーテルグリコールは、当業者に公知の任意の
プロセスにより生成することができる。例えば、１，３－プロパンジオールの脱水、また
はオキセタンの開環重合により生成することができる。１，３－プロパンジオールの酸触
媒重縮合によるポリトリメチレンエーテルグリコールの生成に好ましい方法は、米国特許
第６７２０４５９号明細書および米国特許第６９７７２９１号明細書に記載されている。
本発明において、ポリトリメチレンエーテルグリコールの生成に用いる１，３－プロパン
ジオールは、生成物が、２を超える平均ヒドロキシ官能価を有するために、少量のポリオ
ール、例えば、グリセリン、ペンタエリスリトール、トリメチロールプロパンを含有して
いてよい。この場合、ポリトリメチレンエーテルグリコールは、２を超えるが、約４未満
の平均ヒドロキシル官能価を有しているのが好ましい。本開示内容において、少量のポリ
オールを含有する１，３－プロパンジオールから生成される、２を超えるが、約４未満の
平均ヒドロキシル官能価を有するポリトリメチレンエーテルグリコールは、「ポリトリメ
チレンエーテルポリオール」と呼ばれる。
【００５７】
　２を超える平均ヒドロキシル官能価を達成する変形方法は、ポリウレタン発泡体を生成
するための反応混合物に、ポリトリメチレンエーテルグリコールに加えて、ポリオールま
たはポリオールの混合物を含めるものである。任意の従来のイソシアネート反応性ポリオ
ールを用いてよい。典型的な例としては、グリセリン、ペンタエリスリトール、トリメチ
ロールプロパンおよび植物油ポリオールが挙げられる。植物油ポリオールが好ましい。植
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物油ポリオールを含有するポリウレタン発泡体は、米国特許第６８５２８２３号明細書に
開示されている。ポリオールを用いるときは、概して、ポリオールおよびイオールの総量
の約１０～約９０質量％の量で用いられる。
【００５８】
　発泡体を生成するのに用いる典型的なジイソシアネートとしては、これらに限定されな
いが、トルエンジイソシアネート（ＴＤＩ）、ジイソシアネートジフェニルメタン（ＭＤ
Ｉ)またはそれらのブレンドが挙げられる。好適なイソシアネートの一例は、８０／２０
ＴＤＩであり、これは、８０パーセントのＴＤＩの２，４イソマーおよび２０パーセント
のＴＤＩの２，６イソマーを含むブレンドである。その他の好適なイソシアネートとして
は、ｍ－フェニレンジイソシアネート、ｐ－フェニレンジイソシアネート、ポリメチレン
ポリフェニル－イソシアネート、２，４－トルエンジイソシアネート、２，６－トルエン
ジイソシアネート、４，４－ジイソシアネートジフェニルメタン、ジアニシジンジイソシ
アネート、ビトリレンジイソシアネート、ナフタレン－１，４－ジイソシアネート、ジフ
ェニレン－４，４’－ジイソシアネート、キシリレン－１，４－ジイソシアネート、キシ
リレン－１，２－ジイソシアネート、キシリレン－１，３－ジイソシアネート、ビス（４
－イソシアネートフェニル）－メタン、ビス（３－メチル－４－イソシアネートフェニル
）－メタン、４，４－ジフェニルプロパンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネー
ト、ヘキサメチレンジイソシアネート、メチレン－ビス－シクロヘキシルイソシアネート
およびこれらの混合物が例示される。
【００５９】
ポリマー接着剤
　上述したとおり、カーペットバッキングと発泡クッション間のバリアフィルムを、下敷
きの液体不透過性または水蒸気透過性を実質的に変えない、ポリマー接着剤、好ましくは
、ホットメルト接着剤により、発泡クッションに任意でボンドしてよい。ホットメルト接
着剤は、バリアフィルムが変形しないよう十分に低い塗布温度範囲を必要とする。
【００６０】
　好ましいホットメルト接着剤は、ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタンおよびポリ
ウレタンウレアからなる群から選択されるポリトリメチレンエーテルソフトセグメントお
よびハードセグメントを含有するコポリマーを含む。接着剤として有用なコポリマーは、
上に開示したバリアフィルムに有用なコポリマーである。
【００６１】
　好ましいホットメルト接着剤タイプは、米国特許第５６６０８８７号明細書に開示され
ている。この特許には、水分の作用により硬化し、イソシアネート基を含有する成分と、
実質的に鎖状のヒドロキシポリエステル、ヒドロキシポリエーテルおよび／またはヒドロ
キシポリエーテルエステル成分からの少なくとも１つの反応生成物を含有するポリウレタ
ンホットメルト接着剤が開示されている。接着剤は、水蒸気透過性であるものとして開示
されている。本発明においては、米国特許第５６６０８８７号明細書に例示されているよ
うに、エチレングリコールまたはポリエチレングリコールの代わりに、１，３－プロパン
ジオールおよび／またはポリトリメチレンエーテルグリコールを利用して生成されるヒド
ロキシポリエステル、ヒドロキシポリエーテルおよび／またはヒドロキシポリエーテルエ
ステル成分が極めて好ましい。
【００６２】
　カーペット下敷きは、いくつかのやり方のいずれか、すなわち、発泡クッションと接触
している別個のバリアフィルムを配置する、バリアフィルムをラミネートする、またはバ
リアフィルムを上述した接着剤によりクッションに接合することにより、作製することが
できる。
【００６３】
　本発明によるカーペット下敷きは、カーペットの上からパッドに付着した液体（液体こ
ぼれや動物の尿による濡れ）に対して実質的に不透過性であると同時に、下（例えば、下
の床から貫通する通常の生活からの水蒸気等）から下敷きを通して伝わる（「通気性」）
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水蒸気に対しては透過性である。「液体不透過性」とは、バリアフィルムの上から下敷き
に付着した液体が、クッションに入ったり、下敷きを通過したりしないことを意味する。
「水蒸気透過性」とは、２４時間当たり１平方メートル当たり少なくとも１４．６グラム
（１４．６ｇ／ｍ２／２４時間）の水蒸気透過速度で水蒸気がパッドを伝わることを意味
する。このように、下敷きには、ｔｈｅ　Ｃａｒｐｅｔ　ａｎｄ　Ｒｕｇ　Ｉｎｓｔｉｔ
ｕｔｅにより推奨される水蒸気の伝わりを満足する床表面と適合性がある。
【００６４】
　また、下敷きは、後述する修正ミューレン破裂強度試験により測定すると１平方インチ
当たり少なくとも８ポンド（１平方メートル当たり０．５６ｋｇ）の圧力下で、液体不透
過性を維持する十分な耐久性がある。あるいは、耐久性は、同じく後述する、少なくとも
１万サイクル（１０，０００サイクル）のベターマンドラム摩耗試験／汚染／汚染クリー
ニング試験後、液体透過性を維持するパッドの能力（汚れ／汚れクリーニング試験）で表
わしてもよい。その結果、下敷きは、バリアフィルムの上からパッドに付着した液体を吸
収せず、クッションの下面下からの水分を通過させることができる。すると、下敷きは、
水分およびバクテリア成長に関連する悪臭をあまり発しない。
【００６５】
　カーペット下敷きは、任意の種類の従来のカーペット、特に、タフト表面ヤーンを含む
ものと組み合わせて用いてよい。一般的な天然または合成表面ヤーンのいずれを用いても
よい。特に好ましい繊維は、ポリ（トリメチレンテレフタレート）である。カーペットに
用いるのに好適なポリ（トリメチレンテレフタレート）繊維は、例えば、Ｅ．Ｉ．ｄｕ　
Ｐｏｎｔ　ｄｅ　Ｎｅｍｏｕｒｓ　ａｎｄ　ＣｏｍｐａｎｙよりＳＯＲＯＮＡ（登録商標
）ポリマー繊維という商品名で入手可能である。
【００６６】
　ポリ（トリメチレンテレフタレート）表面ヤーンを含むカーペットシステムおよび本明
細書に開示されたカーペット下敷きは、再生可能な源から生化学的に入手可能な１，３－
プロパンジオール（「生物学的に誘導された」１，３－プロパンジオール）を、一部、ベ
ースにしているという点で、他の一般的に用いられているシステムに比べて大きな利点が
ある。当該技術分野において公知のその他のシステムは、完全に、再生可能な石油系から
誘導される原材料をベースとしている。
【００６７】
　１，３－プロパンジオールの特に好ましい源は、再生可能生物学的源を用いた発酵プロ
セスを介するものである。再生可能源からの出発材料の一例をあげると、１，３－プロパ
ンジオール（ＰＤＯ）への生化学的経路は、コーン供給源等の生物的および再生可能資源
から生成された供給源を利用するものと説明されてきた。例えば、グリセロールを１，３
－プロパンジオールへ変換することのできる菌種は、種クレブシエラ（Ｋｌｅｂｓｉｅｌ
ｌａ）、シトロバクター（Ｃｉｔｒｏｂａｃｔｅｒ）、クロストリジウム（Ｃｌｏｓｔｒ
ｉｄｉｕｍ）およびラクトバチルス（Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ）にある。この技術は
、米国特許第５６３３３６２号明細書、米国特許第５６８６２７６号明細書および米国特
許第５８２１０９２号明細書をはじめとするいくつかの文献に開示されている。米国特許
第５８２１０９２号明細書には、特に、組換え体を用いた、グリセロールからの１，３－
プロパンジオールの生物学的生成のプロセスが開示されている。このプロセスには、１，
２－プロパンジオールに対して特異性のある、異種ｐｄｕジオールデヒドラターゼ遺伝子
により形質転換された大腸菌（Ｅ．ｃｏｉｌ）が組み込まれている。形質転換された大腸
菌（Ｅ．ｃｏｉｌ）は、炭素源としてのグリセロールの存在下で増殖し、１，３－プロパ
ンジオールは増殖培地から単離される。バクテリアと酵母の両方が、グルコース（例えば
、コーン糖）またはその他炭水化物をグリセロールに変換できるため、これらの文献に開
示されたプロセスにより、１，３－プロパンジオールモノマーの迅速で安価かつ環境的に
責任のある源が提供される。
【００６８】
　生物学的に誘導された１，３－プロパンジオール、例えば、上述および上で参照したプ
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ロセスにより生成されたものは、植物により組み込まれた大気二酸化炭素からの炭素を含
有しており、これが、１，３－プロパンジオールの生成用の供給源を構成する。このよう
にして、生物学的に誘導される１，３－プロパンジオールをベースとする材料は、化石燃
料をベースする、または石油をベースとする炭素の代わりに、大部分が再生可能な炭素を
含有している。従って、生物学的に誘導される１，３－プロパンジオールをベースとする
材料は、環境に与える影響が少ない。用いる１，３－プロパンジオールは、減少していく
化石燃料を枯渇させず、分解時に、炭素を大気に放出して戻し、プラントで再び用いられ
るようにするからである。このように、下敷きを作製するのに用いるために本明細書に開
示された組成物は、石油ベースのジオールを含む同様の組成物よりも、自然で、環境に与
える影響の少ないものと特徴付けることができる。
【００６９】
試験方法
Ａ．水蒸気透過速度試験：水蒸気に対する透過性を、水蒸気透過速度試験を用いて測定す
る。パッドの試料を、水を含むカップの縁に置く。下敷きを、クッションの下面が水に向
くように置く。アセンブリ全体を秤量する。１５０メートル／分［約５００フィート／分
］のエアフローによって、２５℃および５５％相対湿度に制御された環境に、２４時間＋
／－１５）分の間隔で、下敷きの露出（上）面上に連続的に通す。アセンブリを再秤量し
、試料の質量損失を求める。水蒸気透過速度（ＭＶＴＲ）は、メートルでの試料の面積で
除算したアセンブリのグラムでの質量差として計算される。
【００７０】
　記載した方法は、ＡＳＴＭ　Ｅ－９６（１４．１）を修正したものであり、定常状態を
達成するための時間速度を測定しようとするのではなく、２４時間露出を行っており、こ
の試験方法の結果は、より直接的に、Ｔｈｅ　Ｃａｒｐｅｔ　ａｎｄ　Ｒｕｇ　Ｉｎｓｔ
ｉｔｕｔｅの水蒸気透過規格に相当する。
【００７１】
　Ｂ．水不透過性：５層試験スタックを次のようにして作製する。（１）水不透過性ラテ
ックスの付いた住居用カーペットの試料、その下に（２）下敷き試料、その下に（３）白
色吸収ペーパータオル、その下に（４）リボンドカーペットパッド、その下に（５）木製
パーチクル・ボードシート。
【００７２】
　用いるペーパータオルは、Ｋｉｍｂｅｒｌｙ－Ｃｌａｒｋ，Ｄａｌｌａｓ　Ｔｅｘより
入手可能な一重ペーパータオルである。この試験では、タオルに目視される濡れは必要な
いため、ペーパータオルの選択は重要でなく、Ｗｈａｔｍａｎ　Ｎｏ．１ろ紙等の薄い吸
収媒体を代わりにしてもよい。着色水溶液を用いて、目視検出の補助としてもよい。次に
、水１００ｍｌを、２４＋／－３℃の室温で、直径約８ｃｍのシリンダーを通して、約１
メートルの高さからカーペット試料に徐々に注いで、円形の水溜まりを形成する。シリン
ダーを取り去り、試料を２０分間静置する。０ｐｓｉ（０ｋＰａ、すなわち、こぼれもの
だけの試験）については、カーペットおよび下敷きは取り外す。水しみがタオル上に見え
る場合には（結果に「濡れた」と記してある）、水こぼれに対して十分な水不透過性を与
えるには下敷きは不合格と判断される。パディングとカーペットの間のペーパータオルが
、乾燥していた場合は（結果に「乾いた」と記してある）、下敷きは許容できるものと判
断され、水こぼれに対する十分な水不透過性を提供する。あるいは、水は、カーペットパ
イルから、乾燥したペーパータオルにより、ある圧力で、「吸い取られる」。ある圧力で
１０回の「吸い取り」の後、カーペットおよび下敷きを取り外す。水のスポットがタオル
に見える場合には、下敷きは不具合（または「濡れ」）と判断され、ある圧力での吸い取
り後、水こぼれに対して十分な水不透過性が提供されなかった。パディングとカーペット
の間のペーパータオルが「乾燥」している場合は、下敷きは、ある圧力での吸い取り後、
水こぼれに対する十分な水不透過性を提供する。０、３、８、１６および３３ｐｓｉ（０
、２１、５５、１１０および２２７ｋＰａ）の吸い取り圧力を用いる。３３ｐｓｉまたは
２２８ｋＰａの吸い取り圧力は、典型的な住宅所有者が上に立ってペーパータオルに加え
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る圧力を超えて、こぼれものの吸い取りを促進する。吸い取り圧力は、次のようにして、
円形ディスクに、重りを置くことにより発生させる。
【００７３】
Ｃ．修正ミューレン破裂強度試験（「修正ミューレン試験」）：液体不透過性を維持する
下敷きの耐久性を、Ｂ．Ｆ．Ｐｅｒｋｉｎｓ，Ｉｎｃ．（Ｃｈｉｃｏｐｅｅ，Ｍａｓｓ．
）より入手可能な修正ミューレン型番ＨＡ試験機または等価物を用いて、ダイヤフラム破
裂強度試験方法（ＡＳＴＭ　Ｄ－３７８６－８７）を用いて測定する。試験装置は、一端
で大気に開いていて、水タンクおよび水圧計に接続された圧力シリンダーを含む。圧力シ
リンダーの他端にはピストンがあって、モータ駆動により前進して、チャンバ中にある水
を圧縮する。チャンバを充填するのに便利なように、かつ、水がタンクに戻る逆流も防ぐ
弁を水タンクは備えている。試料を試験リングに装着し、これを、圧力シリンダーに提供
される下敷きの上側（使用中は、カーペットの下部と接触する）で、圧力シリンダーの口
でしっかりと留める。水圧を試料に加え、試料を突き破る水が観察される圧力の値を記録
する。６未満～６－８ｐｓｉ（約０．４～０．６ｋｇ／ｃｍ２）の低い値は、手による通
常の家庭でのスポットクリーニングで、液体不透過性をパッドが維持しそうもないことを
示している。
【００７４】
Ｄ．ベターマンドラム摩耗試験／汚染／汚染クリーニング試験：液体不透過性を維持する
下敷きの耐久性を、汚染／汚染クリーニング試験の後、ベターマンドラム摩耗試験を用い
測定する。この試験によって、摩耗後の液体不透過性を維持する下敷きの耐久性が測定さ
れる。
【００７５】
１．ベターマンドラム摩耗試験：ＡＳＴＭ－Ｄ－５４１７に従うベターマンドラム摩耗試
験は、床トラフィッキングに密接に相関している。この試験は、ベターマンドラム試験装
置、Ｓｃｈｅｏｅｎｂｅｒ＆Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｂａｕｂｅｒ，Ｆｅｄｅｒａｌ　Ｒｅｐｕ
ｂｌｉｃ　ｏｆ　Ｇｅｒｍａｎｙ製型番ＫＳＧにおいて、国際標準化機構（ＩＳＯ）文書
ＴＣ３８／１２／ＷＧ６Ｎ４８に従って、実施される。規格に定められているとおり、ド
ラムは、３５オンス（３５ｏｚ、２．１８７５ｋｇ）カットパイル住居用サクソニーカー
ペットに裏打ちされており、カーペット下敷きの試験試料は、カーペットの下に配置され
ている。１４のゴム緩衝材を有する１６ポンドの鋼ボールを、カーペットの上部に置き、
回転ドラム内側を不規則に転がした。ドラム内の円形ブラシを、カーペットパイル表面と
軽く接触させ、軽い毛羽または繊維を取る。これは吸引によって連続的に除去される。
【００７６】
　ベターマンドラム試験装置において１０，０００サイクル後、試験パッド試料を取り出
し、概要を後述する「汚染クリーニング試験」を用いてさらに試験する。
【００７７】
２．汚染クリーニング試験：ベターマンドラム試験装置において１０，０００サイクル後
、カーペットパッド試料に、「汚染試験」手順を用いて、２４時間汚染した後、「汚染ク
リーニング試験（手による圧力）」手順を行う。
【００７８】
ａ．「汚染試験」：サクランボフレーバーの砂糖入りＫｏｏｌ－Ａｉｄブレンドの粉末飲
料ミックス４５グラムの汚染溶液を、５００ｍｌの水と混合する。溶液は、使用前に、室
温にしておく。白色吸収材ペーパータオルまたは吸い取り紙を、約６インチ平方（約１５
ｃｍ平方の試験試料カーペット下敷きの緩衝層（下層）の下に配置する。２０ミリリット
ル（ｍｌ）の汚染溶液を、試験試料の上面に、直径１－１／２インチのシリンダーを通し
て、約３ｃｍの高さから注いで、下敷きの上面に円形汚染を生成する。シリンダーを取り
去り、汚染溶液を、例えば、手により、下敷き上に機械的に作用させて、均一な汚染を得
る。下敷きは、２４時間静置させておく。
【００７９】
ｂ．「汚染クリーニング試験（手の圧力による）」手順：「汚染試験手順」の２４時間の
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最後に、試験試料カーペット下敷きの上面に残る汚染溶液を、吸収体白色ペーパータオル
により吸い取る。５ｍｌの市販の液体「Ｔｉｄｅ」ブランドの洗剤を９５ｍｌの水で希釈
することにより、温和な洗剤クリーニング溶液を調製する。洗剤クリーニング溶液１０ミ
リリットル（ｍｌ）を、試験パッド表面の汚染領域に、直径１－１／２インチのシリンダ
ーを通して、約３ｃｍの高さから注ぐ。シリンダーを取り去り、クリーニング溶液を、例
えば、手により、汚染領域のパッド上に機械的に作用させて汚染を除去する。過剰のクリ
ーニング溶液は、吸収白色ペーパータオルで吸い取る。約１０ｍｌの水を、試験パッド表
面の汚染領域に、直径１－１／２インチのシリンダーを通して、約３ｃｍの高さから注ぐ
。シリンダーを取り去り、水を白色吸収ペーパータオルを用いて、３回時計方向にそして
３回逆時計回りで、円運動により、約６～８ｐｓｉ（約０．４～０．６ｋｇ／ｃｍ２）の
見積もり圧力で吸い取って、手による通常の家庭でのスポットクリーニングをシミュレー
トする。加えた圧力は、試料の下にスケールを配置して、加えた合計圧力を求め（ポンド
で）、クリーニング表面と接触している面積（平方インチ）で除算することにより測定す
ることができる。試料下敷きを持ち上げ、白色吸収ペーパーの目視される赤い汚れについ
て調べる。かなりの量の汚染溶液が、パッドの試験試料を通過した場合は、重度の汚染が
、白色吸収タオルまたは吸い取り紙に見られるであろう（「汚染あり」、すなわち、試験
に不合格）。汚染溶液が全くまたはほんのわずかの量しかパッドの試験試料を通過せず、
白色吸収タオルまたは吸い取り紙に、汚染の液滴がない、または目視される液滴がわずか
しか残らなかった場合には、試料パッドは、「実質的に不透過性」（「汚染なし」、すな
わち、試験に合格）とされる。
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